令和８年度　岩手県四村連携インターンシップ実習生受入実施要領
（趣旨）
第１　この要領は、岩手県田野畑村、普代村、野田村及び九戸村（以下「四村」という。）における就業体験を通じ、県内に在住する学生等の就業意欲の向上及び各村の業務に対する理解の促進を図るとともに、長期的な視野での人材確保を目的とし、四村がインターンシップ（学生の就業体験をいう。以下同じ。）実習生を受け入れる場合について、必要な事項を定めるものとする。

（対象)

第２　インターンシップ実習生（以下「実習生」という。）は、学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく学校に在籍する学生であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(１)　 同法に規定する大学（大学院及び短期大学を含む。以下同じ。）の学生
(２)　 同法に規定する専修学校（専門課程に限る。）の学生
（受入期間、手続等）

第３　実習生の受入時期は、大学の夏季休暇期間中を原則とし、期間は３日間とする。ただし、実習生及び実習生の受入れをしようとする四村の事情等に応じて、別に期間を定めることができる。
２　県（市町村課）は、実習内容及び時期について四村と調整し、あらかじめ大学等に提示するものとする。

３　大学等は、四村連携インターンシップ実習生受入協議書（様式第１号）及び四村連携インターンシップ実習申込書(様式第２号)を県（市町村課総括課長）に提出するものとする。
４　県（市町村課）は、四村と協議のうえ、実習の目的が第１の趣旨に沿うものと認められる場合は、実習生の受入れを決定するものとする。

　

（事故責任等）
第４　実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

（覚書の締結）

第５　県及び四村は、実習生の受入れに当たって、実習生が在籍する大学等と覚書を締結するものとする。
（負担の区分）

第６　県、四村及び実習生の負担区分については、別表のとおりとする。
（誓約）
第７　実習生は、実習開始時までに、誓約書（様式第３号）を四村長に提出しなければならない。

（実施結果の報告）

第８　四村は、実施結果について報告書（評価フィードバックレポート）を作成し、県（市町村課）に提出するものとする。
２　県（市町村課）は、前項の書類を取りまとめのうえ、実習生が在籍する大学等あて提出するものとする。
　（個人情報の取扱い）
第９　岩手県及び四村は、本事業の実施に当たり取得した実習生及び関係者の個人情報について、個人情報の保護に関する法令及び関係規程に基づき、適正に取り扱うものとする。
２　個人情報は、次に掲げる目的の範囲内においてのみ利用するものとする。
 （１）インターンシップ実習生の募集、選考及び受入に関する事務
 （２）実習内容の調整、連絡及び運営に関する事務
 （３）実施結果の取りまとめ及び大学等への報告
 （４）事故発生時その他必要な対応
 （５）その他本事業の適正な実施に必要な業務
３　岩手県は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を四村及び実習生が在籍する大学等に提供することができる。この場合においては、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
４　岩手県及び四村は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
５　本事業に従事する職員その他の関係者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
６　岩手県及び四村は、保有する個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しないものとし、不要となった場合は、確実かつ速やかに廃棄又は消去するものとする。
７　岩手県又は四村は、個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、当該委託先に対し、適切な監督を行い、個人情報の安全管理が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
８　前各項に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関し必要な事項は、岩手県及び四村が協議の上、別に定める。

（その他）
第１０　本要領によるインターンシップの実施は、岩手県が行う小規模自治体伴走支援の一環とし、四村との調整のほか、必要な庶務は県（市町村課）が行う。
２　この要領に定めるほか、実習生の受入れに関して必要な事項は、別に定める。

附　則

この要領は、令和８年６月３日から施行する。

別表（第６関係）　負担区分
	
	岩手県
	四村
	実習生

	自宅と岩手県庁の往復
	－
	－
	〇

	岩手県庁と実施場所の往復
	〇
	－
	－

	実施場所間の移動
	－
	〇
	－

	宿泊費（朝・夕食付き）
	－
	〇
	－

	昼食
	－
	－
	〇

	賃金・報酬
	－
	－
	－

	保険料
	－
	－
	〇

	通信費
	－
	－
	〇

	私的費用に類するもの
	－
	－
	〇


（注）
１　「〇」は負担することを、「－」は負担しないことを示す。 
２　表に定めのない経費については、個別に協議の上決定する。

